
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５・６月号 

愛知県名東警察署地域課 

℡.052-778－0110 

＜自転車利用者の交通事故防止＞ 

自転車は、子供から高齢者まで幅広い年齢層に、多様な目的で利用されています。その

ため、自分勝手な判断や自転車の乗り方やルールを漠然と知っていても自転車に乗っ

ている時は、交通ルールを守る意識が低くなる傾向にあります。 

 自転車は「車両」であり、歩行者や自動車とは通行方法が違うことを理解ください。 

飲酒運転も禁止されております。お酒を飲んだら、自転車には乗らないでください。 
 

特殊詐欺の被害対策 
 

自転車の基本的な交通ルール等が記載されている資料の 

自転車ルールブック 

が警察庁ホームページに公表されています。 

右の二次元コードを読み込んで確認してください。 

 

① 犯人と話をしない 

犯人は話しが上手で犯人のペースに乗せられてしまうため、

会話をしないようにしましょう。 

② 留守番電話機能の活用や被害防止機能付き電話機へ変更 

常時留守番電話設定や、録音していることを伝える自動音声

が有効です。 

③ 公共機関名を名乗っても、すぐに信用せず一旦電話を切って、

自分で調べた電話を掛けなおす。 

「暗証番号を教えて」キャッシュカードを預かる」は詐欺です。 

自転車を安全に利用しよう

う 


